
土
地
（
家
屋
）
価
格
等
縦

覧
帳
簿
を
お
見
せ
し
ま
す

　

平
成
22
年
度
固
定
資
産
税
評
価

額
な
ど
を
登
録
し
た
土
地
価
格
等

縦
覧
帳
簿
お
よ
び
家
屋
価
格
等
縦

覧
帳
簿
が
次
の
日
程
で
縦
覧
で
き

ま
す
の
で
、
固
定
資
産
を
お
持
ち

の
方
は
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
料
金
は
無
料
で
す
。

◆
縦
覧
場
所

　

本
宮
市
役
所　

税
務
課

◆
縦
覧
期
間

　

４
月
１
日（
木
）か
ら

　
　
　
　
　

５
月
31
日（
月
）ま
で

　
（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

◆
縦
覧
時
間

　
　

午
前
８
時
30
分
か
ら

　
　
　
　
　

午
後
５
時
15
分
ま
で

◆
問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
課　

資
産
税
係

　
（
☎
内
線
１
６
６
・
１
６
７
）

『
本
宮
市
サ
ク
ラ
ウ
ォ
ー

ク
』
参
加
者
募
集

　

第
２
回
市
民
健
康
づ
く
り
歩
こ

う
会
『
本
宮
市
サ
ク
ラ
ウ
ォ
ー

ク
』
の
参
加
者
を
募
集
し
ま
す
。

　

白
岩
地
区
の
塩
ノ
崎
の
大
桜
や

竹
ノ
作
の
桜
を
歩
い
て
回
り
ま

す
。
た
く
さ
ん
の
ご
参
加
お
待
ち

し
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
日
時

　

４
月
18
日（
日
）

　

午
前
８
時
～
正
午
※
小
雨
決
行

◆
場
所

　

白
沢
公
民
館
（
集
合
・
解
散
）

◆
対
象
者

　

小
学
生
以
上
の
市
内
在
住
・
在

勤
者
の
方
で
全
行
程
を
楽
し
く

歩
け
る
方
（
小
学
生
は
保
護
者

同
伴
）

◆
参
加
費　

無
料

◆
申
込
方
法

　

４
月
14
日（
水
）ま
で
に
参
加
申

込
用
紙
に
記
入
し
、
生
涯
学
習

セ
ン
タ
ー
、
ま
た
は
白
沢
公
民

館
に
提
出

◆
主
催

　

本
宮
市
、
本
宮
市
教
育
委
員
会

◆
問
い
合
わ
せ
先

　

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　

☎
３
３―

２
６
１
１

軽
自
動
車
税
の
納
期
限
は

４
月
30
日
で
す

　

平
成
22
年
度
の
軽
自
動
車
税

は
、
最
寄
り
の
金
融
機
関
で
、
４

月
30
日（
金
）ま
で
に
納
税
さ
れ
ま

す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

【
軽
自
動
車
税
の

�

納
税
窓
口
延
長
】

　

本
宮
市
役
所
（
本
庁
）
で
は
、

毎
週
月
曜
日
（
祝
日
を
除
く
）
は
、

午
後
７
時
ま
で
窓
口
を
延
長
し
て

い
ま
す
の
で
、ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
課
市
民
税
係

　
　
　
　
　
（
☎
内
線
１
６
５
）

軽
自
動
車
税
の
減
免
申
請

を
受
付
ま
す

　

身
体
ま
た
は
精
神
に
障
が
い
を

持
つ
方
が
所
有
す
る
軽
自
動
車
に

係
る
軽
自
動
車
税
の
減
免
申
請
を

受
け
付
け
ま
す
。

　

減
免
の
対
象
と
な
る
の
は
、
障

が
い
を
持
つ
方
本
人
が
所
有
す
る

軽
自
動
車
な
ど
で
す
。

◆
申
請
期
間

　

４
月
16
日（
金
）か
ら

　
　
　
　

４
月
23
日（
金
）ま
で

◆
必
要
書
類

◦
軽
自
動
車
税
の
納
付
書

◦
印
鑑

◦
免
許
証

◦
身
体
障
害
者
手
帳
、
戦
傷
病
者

手
帳
、
療
育
手
帳
ま
た
は
精
神

障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

◆
申
請
先
・
問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
課
市
民
税
係

　
　
　
　
　
（
☎
内
線
１
６
５
）

　

白
沢
総
合
支
所
地
域
振
興
課

　
　
　
（
☎
４
４―

２
１
１
１
）

　

白
岩
出
張
所

　
　
　
（
☎
４
４―

２
２
１
１
）

平
成
22
年
度

育
児
ク
ラ
ブ
会
員
募
集

　

育
児
ク
ラ
ブ
で
は
、
平
成
22
年

度
会
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

子
育
て
真
っ
最
中
の
お
母
さ
ん

を
は
じ
め
、
お
父
さ
ん
、
お
ば
あ

さ
ん
、
お
じ
い
さ
ん
の
参
加
を
お

待
ち
し
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
各
コ
ー
ス
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

ここから下は広告欄です。広告掲載を希望される方は、市役所　秘書広報課へお申し込みください。

コ　ー　ス　名 活 動 場 所 リーダー名 問い合わせ先
みずいろ月曜コース 第１児童館 白岩　佳苗 090－7908－9150

岩根育児クラブ（火曜日） 岩根公民館
鈴木　美穂 39－2905
杉山　エミ 39－2091

ひよこクラブ（火曜日） 白沢保健センター 大内　幸江 44－1014
ベビーコース（水曜日） 第１児童館 加賀谷洋実 34－3302
木 曜 コ ー ス 第２児童館 遠藤奈緒子 34－2520
木 曜 う さ ぎ コ ー ス 第１児童館 河原　裕子 090－7797－1919
荒井育児クラブ（金曜日） 荒井公民館 菊地トヨ子 34－6706
ぽ に ょ ク ラ ブ 未定 武藤いつか 090－4478－8037

（
お
詫
び
と
訂
正
）
３
月
10
日
に
配

布
し
た
『
本
宮
市
サ
ク
ラ
ウ
ォ
ー

ク
』
の
チ
ラ
シ
の
桜
の
写
真
の
名
称

に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。
正
し
く
は

「
竹
ノ
作
の
桜
」
で
す
。
お
詫
び
し

て
訂
正
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

水道工事はお任せ　本宮市水道工事指定店会
㈲
浜
野
和
水
道（
３
３
―
２
７
８
８
）

　

本
宮
市
本
宮
字
塩
田
49
番
地
２

㈲
本

宮

設

備（
３
３
―
２
５
９
２
）

　

本
宮
市
本
宮
字
南
町
裡
１
４
４
番
地
１

オ

オ

ナ

ミ

㈱（
３
３
―
１
０
０
１
）

　

本
宮
市
高
木
字
戸
崎
63
番
地
３

㈲
佐

藤

商

会（
３
３
―
５
８
７
５
）

　

本
宮
市
仁
井
田
字
富
士
内
１
番
地
１

㈲
光
設
工
業
所（
３
３
―
１
８
９
５
）

　

本
宮
市
青
田
字
孫
市
２
番
地
25　

㈱
タ

カ

マ

ツ（
３
３
―
５
２
４
２
）

　

本
宮
市
本
宮
字
一
ツ
屋
12
番
地
７

㈱
小

山

設

備（
３
３
―
３
０
３
１
）

　

本
宮
市
本
宮
字
仲
町
39
番
地

㈲
須
藤
住
機
工
業
（
３
４
―
５
５
２
８
）

　

本
宮
市
本
宮
字
小
幡
33
番
地
１

！「広報もとみや」有料広告募集中
◆掲載規格（Ａ４版５段組）
　①１枠…各ページの下１段、②半枠…下１段の２分の１
◆広告掲載料（１回あたり）
　①１枠…20,000円、②半枠…10,000円
　※12カ月連続での掲載となった場合、12カ月目は無料で

掲載します。
◆問い合わせ先　秘書広報課　広報広聴係（内線220）

ファミたんカードが新しくなりました
　４月１日から『ファミたんカード』が新しくなりまし
た。まだ、新しいカードの交付を受けていない子育て家
庭の方は、下記により新しい『ファミたんカード』をお
受け取りください。
■『ファミたんカード』の入手方法
◦県内にお住まいの、18歳までのお子さん（18歳に達し

た後の最初の３月31日を迎える子）が対象となります。
◦カードは、子ども福祉課または白沢総合支所市民福祉

課窓口で申込みができます。
◦お渡しするカードの枚数は、子ども１人につき１枚に

なります。
■その他
　新しいカードは、お子さんが小・中・高校の学校、幼
稚園、保育所などに通っている場合は、既に学校などを
通じてお子さんに配付されています。
◆問い合わせ先
　子ども福祉課　☎33－1111（内線134、137）
　白沢総合支所市民福祉課　☎44－2114
　県庁子育て支援課　☎024－521－7198

多
重
債
務
相
談
窓
口
の

ご
案
内

　

福
島
財
務
事
務
所
で
は
、
自
ら

の
収
入
で
返
済
し
き
れ
な
い
ほ
ど

の
借
金
を
抱
え
、
お
悩
み
の
方
々

か
ら
の
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

　

相
談
者
が
抱
え
る
借
金
の
状
況

を
お
聞
き
す
る
と
と
も
に
、
必
要

に
応
じ
弁
護
士
・
司
法
書
士
な
ど

の
専
門
家
に
引
継
ぎ
を
行
い
ま

す
。
相
談
は
無
料
で
す
。

◆
受
付
日
時

　

月
曜
日
か
ら
金
曜
日

　
（
祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く
）

　

午
前
８
時
30
分
か
ら

　
　
　
　
　
　
　

午
後
５
時
15
分

◆
問
い
合
わ
せ
先

　

財
務
省
東
北
財
務
局

　
　
　
　
　
　

福
島
財
務
事
務
所

　

福
島
市
松
木
町
13―

２

☎
０
２
４―

５
３
３―

０
０
６
４

交
通
遺
児

育
成
資
金
を
貸
付

　

独
立
行
政
法
人
自
動
車
事
故
対

策
機
構
で
は
、
交
通
遺
児
の
健
全

な
育
成
を
図
る
た
め
、
育
成
資
金

を
貸
し
付
け
て
い
ま
す
。

■
貸
付
対
象
者

　

自
動
車
事
故
が
原
因
で
保
護
者

が
死
亡
し
た
り
、
保
護
者
に
重

い
後
遺
障
害
が
残
っ
た
り
し
た

家
庭
の
中
学
校
卒
業
ま
で
の
子

ど
も

■
貸
付
金
額

　
【
一
時
金
】
15
万
５
千
円

　
【
毎
月
額
】
２
万
円

■
貸
付
期
間

　

貸
付
が
決
定
し
た
月
か
ら
中
学

校
卒
業
の
月
ま
で

■
利
子　

無
利
子

■
貸
付
条
件

　

市
民
税
が
非
課
税
、
ま
た
は
均

等
割
の
み
課
税
の
世
帯

※
重
度
後
遺
症
害
へ
の
介
護
料
支

給
制
度
な
ど
も
あ
り
ま
す
の

で
、
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

　

独
立
行
政
法
人
自
動
車
事
故
対

策
機
構
福
島
支
所

☎
０
２
４―

５
２
２―

６
６
２
６

JICAボランティアを募集します
　独立行政法人国際協力機構（JICA）では、国の事業
として、開発途上国の国づくり、人づくりのために活
動を行い、４月から JICA ボランティアを募集します。
　詳しくはお問い合わせください。
◆対象者
　青年海外協力隊　20～39歳の日本国籍を持つ方
　シニア海外ボランティア　40～69歳の日本国籍を持つ方
◆派遣期間
　原則２年間（シニアは１年派遣も有り）
◆応募期間
　４月１日（木）～５月17日（月）
◆問い合わせ先
　JICA 二本松青年海外協力隊訓練所
　☎24－3200

FAXで119番通報ができます
　安達広域消防本部には、音声による119番通報が困難
な方のために、FAX で火災の通報や救急車の要請がで
きる『FAX 119通報システム』があります。
　利用する場合は、次の事項を記入し、局番なしの119
番に送信してください。受信後に内容を確認し、受信し
た旨を FAX で返信します。

①火災・救急の別
　※救急の場合は傷病者の氏名・性別・年齢・症状など
②住所・世帯主名・近くの目標物
③送信した FAXの番号

20

知らせお

21

広報もとみや　平成22年4月


